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一 般 会 計



 



議案第 ３０ 号

                                                              　　　   弟子屈町長   德  永   哲  雄

令和８年３月３日 提出

（地   方   債）

第 ３ 条  地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、

　利率及び償還の方法は、「第３表  地方債」による。

（一 時 借 入 金）

第 ４ 条  地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は6,000,000千円と定める。

２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 ２ 条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

　「第２表 債務負担行為」による。

令和８年度  弟子屈町一般会計予算

  令和８年度弟子屈町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21,400,000千円と定める。
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

                                                                            -2-                                                                            

　１.町 税 ９５７，４４１

　１.市 町 村 民 税 ４０８，７７９

　２.固 定 資 産 税 ４４３，３５６

　３.軽 自 動 車 税 ２２，５２５

　４.町 た ば こ 税 ６０，６２７

　５.入 湯 税 ２２，１５４

　２.地 方 譲 与 税 １４０，８００

　１.地 方 揮 発 油 譲 与 税 ２５，０００

　２.自 動 車 重 量 譲 与 税 ９４，０００

　３.森 林 環 境 譲 与 税 ２１，８００

　３.利 子 割 交 付 金 １，０００

　１.利 子 割 交 付 金 １，０００

　４.配 当 割 交 付 金 １，５００

　１.配 当 割 交 付 金 １，５００

　５.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 ２，０００

　１.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 ２，０００

　６.法 人 事 業 税 交 付 金 １０，０００

　１.法 人 事 業 税 交 付 金 １０，０００

　７.地 方 消 費 税 交 付 金 １９３，１００

　１.地 方 消 費 税 交 付 金 １９３，１００

　８.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 ２，４００

　１.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 ２，４００

　９.環 境 性 能 割 交 付 金 １

　１.環 境 性 能 割 交 付 金 １



                                                                            -3-                                                                            

１０.地 方 特 例 交 付 金 ３，０００

　１.地 方 特 例 交 付 金 ３，０００

１１.地 方 交 付 税 ４，１４３，０００

　１.地 方 交 付 税 ４，１４３，０００

１２.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ７００

　１.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ７００

１３.分 担 金 及 び 負 担 金 ２０３，９２１

　１.分 担 金 ３９，２４０

　２.負 担 金 １６４，６８１

１４.使 用 料 及 び 手 数 料 １９８，６８７

　１.使 用 料 １５８，９７９

　２.手 数 料 ３９，７０８

１５.国 庫 支 出 金 １，８７６，５９１

　１.国 庫 負 担 金 ３４４，８０６

　２.国 庫 補 助 金 １，５２８，６９５

　３.国 庫 委 託 金 ３，０９０

１６.道 支 出 金 ４６６，４０８

　１.道 負 担 金 ２００，５３７

　２.道 補 助 金 ２４８，５６５

　３.道 委 託 金 １７，３０６

１７.財 産 収 入 ５４，８６４

　１.財 産 運 用 収 入 ５１，７５４

　２.財 産 売 払 収 入 ３，１１０

１８.寄 附 金 ４，５００，１４０

　１.寄 附 金 ４，５００，１４０

１９.繰 入 金 ２，３８２，６２０



項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -4-                                                                            

　１.特 別 会 計 繰 入 金 ４０８

　２.基 金 繰 入 金 ２，３８２，２１２

２０.繰 越 金 １５０，０００

　１.繰 越 金 １５０，０００

２１.諸 収 入 ２，５８０，０２７

　１.延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 ５０

　２.町 預 金 利 子 ５５６

　３.貸 付 金 元 利 収 入 ２０６，４６７

　４.受 託 事 業 収 入 ９，１７２

　５.雑 入 ２，３６３，７８２

２２.町 債 ３，５３１，８００

　１.町 債 ３，５３１，８００

２１，４００，０００



歳　出
（単位：千円）

項款 金 額

                                                                            -5-                                                                            

　１.議 会 費 ７５，９５０

　１.議 会 費 ７５，９５０

　２.総 務 費 ９，６２６，２４４

　１.総 務 管 理 費 ９，５７５，７５２

　２.徴 税 費 １８，４４２

　３.住 民 基 本 台 帳 費 １３，７１７

　４.選 挙 費 ６，０５０

　５.統 計 調 査 費 ７２１

　６.監 査 委 員 費 １１，５６２

　３.民 生 費 ２，２３７，３７１

　１.社 会 福 祉 費 １，５５５，０６５

　２.児 童 福 祉 費 ６８２，００６

　３.災 害 救 助 費 ３００

　４.衛 生 費 ７５６，８０４

　１.保 健 衛 生 費 ３４９，３０８

　２.清 掃 費 ４０７，４９６

　５.労 働 費 ２７，９７７

　１.労 働 諸 費 ２７，９７７

　６.農 林 水 産 業 費 ６６５，６８３

　１.農 業 費 ５３４，４０７

　２.林 業 費 １３１，０８９

　３.水 産 業 費 １８７

　７.商 工 費 ２，９９４，１０８

　１.商 工 費 ２，９９４，１０８



項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -6-                                                                            

　８.土 木 費 １，３１５，２２８

　１.道 路 橋 梁 費 ６１９，７３５

　２.都 市 計 画 費 ３３３，８９８

　３.住 宅 費 ２６５，０２３

　４.河 川 費 ９６，５７２

　９.消 防 費 ６２０，１９５

　１.消 防 費 ６２０，１９５

１０.教 育 費 ９４０，６４０

　１.教 育 総 務 費 ３６２，３６２

　２.小 学 校 費 １６９，８４１

　３.中 学 校 費 １０５，８７５

　４.社 会 教 育 費 １３５，４７４

　５.保 健 体 育 費 １６７，０８８

１１.災 害 復 旧 費 １０

　１.農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 ５

　２.公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ５

１２.公 債 費 １，１８０，０６９

　１.公 債 費 １，１８０，０６９

１３.諸 支 出 金 １０

　１.普 通 財 産 取 得 費 １０

１４.給 与 費 ９４７，７１１

　１.給 与 費 ９４７，７１１

１５.予 備 費 １２，０００

　１.予 備 費 １２，０００

２１，４００，０００



令和８年度から

令和１８年度まで

令和８年度から

令和９年度まで

令和８年度から

令和９年度まで

令和８年度から

令和１１年度まで

弟 子 屈 中 学 校 ・ 給 食 セ ン タ ー
学 校 施 設 Ｌ Ｅ Ｄ 化 事 業

９９,８２７

複 合 型 地 域 観 光 交 流 拠 点 施 設
開 業 準 備 業 務

公 社 営 草 地 畜 産 基 盤 整 備 事 業 １０５，９７０

２７，９４０

複 合 型 地 域 観 光 交 流 拠 点 施 設
入 館 シ ス テ ム

２８，７９８

第２表　　　債　務　負　担　行　為

　　(単位：千円）

事　　　　　項 期　　　　　　間 限　　　　　度　　　　　額
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起　　債　　の　　目　　的 限 度 額 起債の方法 利      率 償   還   の   方   法

千円 ％

４．０以内

奥 春 別 西 10 号 三 笠 線 防 雪 柵 新 設 事 業 39,700 〃 ４．０以内 〃

都 市 公 園 長 寿 命 化 事 業 23,400 〃 〃 〃

公 営 住 宅 建 設 事 業
( 川 湯 駅 前 団 地 )

91,500 〃 〃 〃

公 営 住 宅 除 却 事 業
( 湯 の 川 団 地 )

24,700 〃 〃 〃

役 場 庁 舎 外 壁 等 改 修 事 業 143,500 〃 〃 〃

全 国 瞬 時 警 報 シ ス テ ム 更 改 ・ 分 離 事 業 19,800 〃 〃 〃

河 川 改 修 事 業 96,000 〃 〃 〃

弟 子 屈 原 野 西 １ 号 線 舗 装 改 修 事 業 50,000 〃 〃 〃

政府資金については、その融資条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するものとする。ただし町財政の都合
により、繰上げ償還することができる。

（ただし､利率見直し方式
で借り入れる政府資金及
び地方公共団体金融機構
資金、日本政策金融公庫
資金について､利率の見直
しを行った後においては､
当該見直し後の利率）

第３表 　地    方    債

普通貸借
又　  は
証券発行

26,800町 有 林 整 備 事 業
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起　　債　　の　　目　　的 限 度 額 起債の方法 利      率 償      還      の      方      法

千円 ％

固 定 資 産 GIS 導 入 事 業 4,100 普通貸借
又　  は
証券発行

４．０以内 政府資金については、その融資条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するものとする。ただし町財政の都合
により、繰上げ償還することができる。

公 金 収 納 デ ジ タ ル 化 事 業 11,100 〃 〃 〃

図 書 館 バ ス 更 新 事 業 41,200 〃 〃 〃

高 規 格 救 急 自 動 車 更 新 事 業 54,700 〃 〃 〃

中 心 市 街 地 再 構 築 事 業
（複合型地域観光交流拠点施設整備事業）

2,427,100 〃 〃 〃

認 定 こ ど も 園 整 備 事 業
（ 子 育 て 支 援 施 設 等 整 備 事 業 ）

229,900 〃 〃 〃

摩 周 厚 生 病 院 医 療 機 器 更 新 補 助 事 業 債 35,400 〃 〃 〃

浄 化 槽 設 置 補 助 事 業 3,500 〃 〃 〃

中 央 源 泉 利 用 発 電 事 業 債 11,800 〃 〃 〃

火 葬 場 改 修 事 業 6,500 〃 〃 〃

建 設 機 械 整 備 事 業
19,800 〃 〃 〃
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起　　債　　の　　目　　的 限 度 額 起債の方法 利      率 償      還      の      方      法

千円 ％

橋 梁 長 寿 命 化 事 業 54,100 普通貸借
又　  は
証券発行

４．０以内 政府資金については、その融資条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するものとする。ただし町財政の都合
により、繰上げ償還することができる。

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
公 共 交 通 維 持 確 保 事 業

15,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
高 齢 者 等 生 活 支 援 事 業

5,700 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
乳 児 養 育 支 援 事 業

4,600 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
屈 斜 路 地 区 通 園 児 送 迎 支 援 事 業

5,100 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
保 育 園 ・ 認 定 こ ど も 園 就 園 支 援 事 業

16,600 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
浄 化 槽 設 置 費 補 助 事 業

2,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
こ ど も 医 療 費 無 償 化 事 業

10,500 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
畑 作 生 産 基 盤 強 化 事 業

10,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
地 場 産 品 総 合 対 策 事 業

14,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
自 然 体 験 ・ 環 境 学 習 事 業

6,000 〃 〃 〃
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起　　債　　の　　目　　的 限 度 額 起債の方法 利      率 償      還      の      方      法

千円 ％

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
住 宅 建 築 資 金 助 成 事 業 習 事 業

9,100 普通貸借
又　  は
証券発行

４．０以内 政府資金については、その融資条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するものとする。ただし町財政の都合
により、繰上げ償還することができる。

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
民 間 賃 貸 住 宅 建 設 等 促 進 事 業

12,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
生 涯 学 習 バ ス 運 行 事 業

3,600 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
ス ポ ー ツ 振 興 助 成 事 業

3,000 〃 〃 〃

計 3,531,800
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国民健康保険特別会計



 



議案第 ３１ 号

令和８年３月３日 提出

                                                              　　　   弟子屈町長   德  永   哲  雄

２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。

令和８年度  弟子屈町国民健康保険特別会計予算

  令和８年度弟子屈町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ895,916千円と定める。
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -14-                                                                           

　１.国 民 健 康 保 険 税 １７２，３１９

　１.国 民 健 康 保 険 税 １７２，３１９

　２.道 支 出 金 ６２６，４３４

　１.道 補 助 金 ６２６，４３４

　３.財 産 収 入 ９３

　１.財 産 運 用 収 入 ９３

　４.繰 入 金 ９７，０１９

　１.他 会 計 繰 入 金 ９６，０１９

　２.基 金 繰 入 金 １，０００

　５.繰 越 金 １

　１.繰 越 金 １

　６.諸 収 入 ５０

　１.延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 ２０

　２.雑 入 ３０

８９５，９１６



歳　出
（単位：千円）

項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -15-                                                                           

　１.総 務 費 １５，２６６

　１.総 務 管 理 費 ８，５０６

　２.徴 税 費 ６，４９４

　３.運 営 協 議 会 費 ２６６

　２.保 険 給 付 費 ６１３，１８６

　１.保 険 給 付 費 ６１３，１８６

　３.国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 ２３６，２３６

　１.国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 ２３６，２３６

　４.共 同 事 業 拠 出 金 １

　１.共 同 事 業 拠 出 金 １

　５.保 健 事 業 費 １９，６０４

　１.特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 ５，２１１

　２.保 健 事 業 費 １４，３９３

　６.基 金 積 立 金 １０，０９３

　１.基 金 積 立 金 １０，０９３

　７.諸 支 出 金 １，０３０

　１.償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １，０２０

　２.延 滞 金 １０

　８.予 備 費 ５００

　１.予 備 費 ５００

８９５，９１６



 



介 護 保 険 特 別 会 計



 



議案第 ３２ 号

令和８年３月３日 提出

（一 時 借 入 金）

第 ２ 条  地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入最高額は千円と定める。

                                                              　　　   弟子屈町長   德  永   哲  雄

２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。

令和８年度  弟子屈町介護保険特別会計予算

  令和８年度弟子屈町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ964,422千円と定める。
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -18-                                                                           

　１.保 険 料 １５５，９０７

　１.介 護 保 険 料 １５５，９０７

　２.国 庫 支 出 金 ２４８，５７０

　１.国 庫 負 担 金 １４９，１４３

　２.国 庫 補 助 金 ９９，４２７

　３.道 支 出 金 １４４，６３８

　１.道 負 担 金 １３０，９１４

　２.道 補 助 金 １３，７２４

　４.支 払 基 金 交 付 金 ２４２，０２０

　１.支 払 基 金 交 付 金 ２４２，０２０

　５.財 産 収 入 ２６１

　１.財 産 運 用 収 入 ２６１

　６.繰 入 金 １６７，２６４

　１.一 般 会 計 繰 入 金 １５０，０２２

　２.基 金 繰 入 金 １７，２４２

　７.繰 越 金 １０

　１.繰 越 金 １０

　８.諸 収 入 ５，７５２

　１.延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 １０

　２.雑 入 ５，７４２

９６４，４２２



歳　出
（単位：千円）

項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -19-                                                                           

　１.総 務 費 １８，６７６

　１.総 務 管 理 費 １３，０６１

　２.徴 収 費 ６１６

　３.介 護 認 定 審 査 会 費 ４，７６３

　４.趣 旨 普 及 費 ２３６

　２.保 険 給 付 費 ８６１，７１６

　１.介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 ７５８，７２８

　２.介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 ３４，２６０

　３.そ の 他 諸 費 ６１４

　４.高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 ２２，９０９

　５.高額医 療合算 介護サ ービス 等費 ３，２７９

　６.特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 ４１，９２６

　３.地 域 支 援 事 業 費 ８３，４４９

　１.介護予防・生活支援サービス事業 ２５，９０４

費                            

　２.一 般 介 護 予 防 事 業 費 ８，６８４

　３.包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 ４８，７９０

　４.そ の 他 諸 費 ７１

　４.基 金 積 立 金 ２６１

　１.基 金 積 立 金 ２６１

　５.諸 支 出 金 ３２０

　１.償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ３２０

９６４，４２２



 



後期高齢者医療特別会計



 



議案第 ３３ 号

令和８年３月３日 提出

（一 時 借 入 金）

第 ２ 条  地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入最高額は千円と定める。

                                                              　　　   弟子屈町長   德  永   哲  雄

２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。

令和８年度  弟子屈町後期高齢者医療特別会計予算

  令和８年度弟子屈町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ206,651千円と定める。
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -22-                                                                           

　１.後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 １４４，４０８

　１.後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 １４４，４０８

　２.繰 入 金 ６１，９９２

　１.一 般 会 計 繰 入 金 ６１，９９２

　３.繰 越 金 １０

　１.繰 越 金 １０

　４.諸 収 入 ２４１

　１.延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 １１

　２.償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ２１０

　３.雑 入 ２０

２０６，６５１



歳　出
（単位：千円）

項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -23-                                                                           

　１.総 務 費 １２，３６４

　１.総 務 管 理 費 １２，３６４

　２.後期高 齢者医 療広域 連合納 付金 １９４，０４７

　１.後期高 齢者医 療広域 連合納 付金 １９４，０４７

　３.諸 支 出 金 ２１０

　１.償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ２１０

　４.予 備 費 ３０

　１.予 備 費 ３０

２０６，６５１



 



温 泉 事 業 特 別 会 計



 



議案第 ３４ 号

令和８年３月３日 提出

                                                              　　　   弟子屈町長   德  永   哲  雄

　利率及び償還の方法は、「第２表  地方債」による。

２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。

（一 時 借 入 金）

第 ３ 条  地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は30,000千円と定める。

（地   方   債）

第 ２ 条  地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、

令和８年度  弟子屈町温泉事業特別会計予算

  令和８年度弟子屈町の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ115,246千円と定める。
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -26-                                                                           

　１.使 用 料 及 び 手 数 料 ７４，７６５

　１.使 用 料 ７４，７４８

　２.手 数 料 １７

　２.財 産 収 入 １６４

　１.財 産 運 用 収 入 １６４

　３.繰 入 金 １２，２４１

　１.基 金 繰 入 金 １２，２４１

　４.繰 越 金 １０

　１.繰 越 金 １０

　５.諸 収 入 １，４６６

　１.雑 入 １，４６６

　６.町 債 ２６，６００

　１.町 債 ２６，６００

１１５，２４６



歳　出
（単位：千円）

項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -27-                                                                           

　１.経 営 費 １０５，００４

　１.給 湯 管 理 費 １０５，００４

　２.公 債 費 ９，８４２

　１.公 債 費 ９，８４２

　３.予 備 費 ４００

　１.予 備 費 ４００

１１５，２４６



起　　債　　の　　目　　的 限 度 額 起債の方法 利      率 償      還      の      方      法

千円 ％

計 26,600

第２表 　地    方    債

　政府資金については、その融資条件により、
銀行その他の場合には、その債権者と協定する
ものとする。ただし町財政の都合により、繰上
げ償還することができる。

給 湯 施 設 整 備 事 業 26,600
普通貸借
又　  は
証券発行

４．０以内
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水 道 事 業 会 計



 



 

 

 

議案第３５号 

令和８年度 弟子屈町水道事業会計予算 

 

（総    則） 

第 １ 条 令和８年度弟子屈町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第 ２ 条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給 水 戸 数      2,696 戸 

(2) 年 間 総 配 水 量     783,418 立方メートル 

(3) 一日平均配水量      2,140 立方メートル 

(4) 主要な建設改良事業 

浄水設備改良事業        工事費   6,446 千円 

配水設備改良事業         工事費  41,547 千円 

検定満了メーター器取替事業    573 台     6,358 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第 ３ 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収          入 

第１款  水 道 事 業 収 益      202,203 千円 

            第１項  営 業 収 益     176,417 千円 

            第２項  営 業 外 収 益      24,220 千円 

            第３項  特 別 利 益      1,566 千円 
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支          出 

第１款  水 道 事 業 費 用      197,808 千円 

            第１項  営 業 費 用     185,080 千円 

            第２項  営 業 外 費 用      12,128 千円 

            第３項  予 備 費        600 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第 ４ 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

80,104 千円は過年度分損益勘定留保資金 55,908 千円、当年度分損益勘定留保資金 17,828 千円、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額 6,368 千円で補てんするものとする）。 

収          入 

第１款  資 本 的 収 入       74,757 千円 

            第１項  企 業 債      51,800 千円 

            第２項  他 会 計 補 助 金      22,957 千円 

             

支          出 

第１款  資 本 的 支 出         154,861 千円 

第１項  建 設 改 良 費       88,054 千円 

第２項  企 業 債 償 還 金        66,807 千円 
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（企業債） 

第 ５ 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

 

上 水 道 配 水 管 整 備 事 業 

千円 

4,000  

 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

％ 

4.0 以内 

 

 

政府資金については、その融資条件により、銀行

その他の場合には、その債権者と協定するものと

する。ただし企業財政その他の都合により、繰上

げ償還することができる。 

上 水 道 施 設 整 備 事 業 19,500  同上 同上 同上 

簡 易 水 道 配 水 管 整 備 事 業 26,400  同上 同上 同上 

簡 易 水 道 施 設 整 備 事 業 1,900  同上 同上 同上 

計 51,800     

 

（一時借入金） 

第 ６ 条 一時借入金の限度額は、50,000 千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第 ７ 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 
 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第 ８ 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ

の経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

(1) 職員給与費   42,587 千円 
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（他会計からの補助金） 

第 ９ 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける目的及び金額は、次のとおりと定める。 

補   助   の   目   的 金     額 

 

児童手当に対する補助 

高料金対策に対する補助 

弟子屈上水道第４次拡張事業の企業債に係る利子及び維持管理費補助 

緊急給水装置整備事業の企業債に係る利子及び維持管理費補助 

川湯簡易水道導水管等移設の企業債に係る元利及び維持管理費補助 

災害対策事業の企業債に係る元利補助 

川湯簡易水道老朽管更新事業の企業債に係る元利補助 

屈斜路簡易水道老朽管更新事業の企業債に係る元利補助 

美留和簡易水道老朽管更新事業の企業債に係る元利補助 

川湯簡易水道施設整備事業の企業債に係る元利補助 

屈斜路簡易水道施設整備事業の企業債に係る元利補助 

美留和簡易水道施設整備事業の企業債に係る元利補助 

千円 

120 

3,735 

   439 

   118 

   312 

3,660 

4,478 

4,484 

2,086 

1,816 

2,766 

5,799 

合               計 29,813  

 

（たな卸資産購入限度額） 

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、28,393 千円と定める。 

 

 

令和８年３月３日提出 

弟子屈町長 德 永 哲 雄 
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下 水 道 事 業 会 計



 



 

 

 

議案第３６号 

令和８年度 弟子屈町下水道事業会計予算 

 

（総    則） 

第 １ 条 令和８年度弟子屈町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第 ２ 条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 水 洗 化 世 帯 数      1,812 戸 

(2) 年 間 有 収 水 量     329,885 立方メートル 

(3) 主要な建設改良事業 

処理場改良事業       工事費 526,000 千円 

汚水管渠改良事業      工事費  73,940 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第 ３ 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収          入 

第１款  下水道事業収益      346,603 千円 

            第１項  営 業 収 益      86,656 千円 

            第２項  営 業 外 収 益     259,492 千円 

            第３項  特 別 利 益       455 千円 
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支          出 

第１款  下水道事業費用      342,012 千円 

            第１項  営 業 費 用     323,264 千円 

            第２項  営 業 外 費 用      18,348 千円 

            第３項  予 備 費        400 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第 ４ 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

26,477 千円は過年度分損益勘定留保資金 961 千円、当年度分損益勘定留保資金 9,413 千円、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額 16,103 千円で補てんするものとする）。 

収          入 

第１款  資 本 的 収 入      720,981 千円 

            第１項  企 業 債     275,300 千円 

            第２項  他 会 計 負 担 金       7,589 千円 

            第３項  他 会 計 補 助 金     117,905 千円 

            第４項  国 庫 補 助 金     319,573 千円 

            第５項  負   担   金       614 千円 

             

支          出 

第１款  資 本 的 支 出         747,458 千円 

第１項  建 設 改 良 費      601,029 千円 

第２項  企 業 債 償 還 金       146,429 千円 
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（企業債） 

第 ５ 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

 

公共下水道事業 

千円 

275,300  

 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

％ 

4.0 以内 

 

 

政府資金については、その融資条件により、銀行

その他の場合には、その債権者と協定するものと

する。ただし企業財政その他の都合により、繰上

げ償還することができる。 

計 275,300     

 

（一時借入金） 

第 ６ 条 一時借入金の限度額は、200,000 千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第 ７ 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 営業費用と営業外費用の間 
 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第 ８ 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ

の経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

(1) 職員給与費   14,308 千円 
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（他会計からの補助金） 

第 ９ 条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は起債元金償還補助等で157,905千円であ

る。 

 

 

 

令和８年３月３日提出 

弟子屈町長 德 永 哲 雄 
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